
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

新
旧
対
照
条
文

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
五
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

除
染
等
業
務
に
お
け
る
電
離
放
射
線
障
害
の
防
止

第
一
節

線
量
の
限
度
及
び
測
定
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
二
章

線
量
の
限
度
及
び
測
定
（
第
三
条
―
第
六
条
）

第
二
節

除
染
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

除
染
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置
（
第
七
条
―
第
十
一
条
）

第
三
節

汚
染
の
防
止
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
四
章

汚
染
の
防
止
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
四
節

特
別
の
教
育
（
第
十
九
条
）

第
五
章

特
別
の
教
育
（
第
十
九
条
）

第
五
節

健
康
診
断
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章

健
康
診
断
（
第
二
十
条
―
第
二
十
五
条
）

第
三
章

特
定
線
量
下
業
務
に
お
け
る
電
離
放
射
線
障
害
の
防
止

第
一
節

線
量
の
限
度
及
び
測
定
（
第
二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
五
条
の

五
）

第
二
節

特
定
線
量
下
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置
（
第
二
十
五
条
の
六

・
第
二
十
五
条
の
七
）

第
三
節

特
別
の
教
育
（
第
二
十
五
条
の
八
）

第
四
節

被
ば
く
歴
の
調
査
（
第
二
十
五
条
の
九
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
）

附
則

附
則

（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

（
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

業
務
等
に
係
る
放
射
線
障
害
防
止
の
基
本
原
則
）

業
務
等
に
係
る
放
射
線
障
害
防
止
の
基
本
原
則
）

第
一
条

事
業
者
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
い
て
、
除
染
等
業
務
従
事
者

第
一
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
従
事
者
そ
の
他
の
労
働
者
が
電
離
放
射
線



及
び
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
そ
の
他
の
労
働
者
が
電
離
放
射
線
を
受
け
る

を
受
け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
業
者
」
と
は
、
除
染
等
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業

第
二
条

こ
の
省
令
で
「
事
業
者
」
と
は
、
除
染
等
業
務
を
行
う
事
業
の
事
業

務
を
行
う
事
業
の
事
業
者
を
い
う
。

者
を
い
う
。

２

こ
の
省
令
で
「
除
染
特
別
地
域
等
」
と
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

（
新
設
）

に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
除
染
特
別
地
域
又
は
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
状
況
重

点
調
査
地
域
を
い
う
。

３

（
略
）

２

（
略
）

４

こ
の
省
令
で
「
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
」
と
は
、
特
定
線
量
下
業
務
に

（
新
設
）

従
事
す
る
労
働
者
を
い
う
。

５
・
６

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
削
除
）

５

こ
の
省
令
で
「
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
」
と
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
除
染
特
別
地
域
又
は
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染

状
況
重
点
調
査
地
域
（
以
下
「
除
染
特
別
地
域
等
」
と
い
う
。
）
内
に
お
け

る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
、
草
木
、
工
作
物
等
に

つ
い
て
講
ず
る
当
該
汚
染
に
係
る
土
壌
、
落
葉
及
び
落
枝
、
水
路
等
に
堆
積

し
た
汚
泥
等
（
以
下
「
汚
染
土
壌
等
」
と
い
う
。
）
の
除
去
、
当
該
汚
染
の

拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
業
務
を
い
う
。

（
削
除
）

６

こ
の
省
令
で
「
除
去
土
壌
」
と
は
、
前
項
の
措
置
に
伴
い
生
じ
た
土
壌
（

当
該
土
壌
に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七

の
放
射
能
濃
度
の
値
が
一
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
限



る
。
）
を
い
う
。

７

こ
の
省
令
で
「
除
染
等
業
務
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う

７

こ
の
省
令
で
「
廃
棄
物
収
集
等
業
務
」
と
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お

。

け
る
除
去
土
壌
又
は
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
（

一

除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ

当
該
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が

れ
た
土
壌
、
草
木
、
工
作
物
等
に
つ
い
て
講
ず
る
当
該
汚
染
に
係
る
土
壌

定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十

、
落
葉
及
び
落
枝
、
水
路
等
に
堆
積
し
た
汚
泥
等
（
以
下
「
汚
染
土
壌
等

七
の
放
射
能
濃
度
の
値
が
一
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に

」
と
い
う
。
）
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
汚
染

限
る
。
以
下
「
汚
染
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
に
係

の
影
響
の
低
減
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
業
務
（
以
下
「
土
壌
等

る
業
務
を
い
う
。

の
除
染
等
の
業
務
」
と
い
う
。
）

二

除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
故
由
来
放

射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
保
管
に
係
る
も
の

（
以
下
「
廃
棄
物
収
集
等
業
務
」
と
い
う
。
）

イ

前
号
又
は
次
号
の
業
務
に
伴
い
生
じ
た
土
壌
（
当
該
土
壌
に
含
ま
れ

る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ

っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
の
放
射
能

濃
度
の
値
が
一
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
除
去
土
壌
」
と
い
う
。
）

ロ

事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃
棄
物
（
当
該
廃
棄
物

に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七

の
放
射
能
濃
度
の
値
が
一
万
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
以
下
「
汚
染
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務
で
あ
っ
て
、
特
定
汚
染
土
壌
等
（

汚
染
土
壌
等
で
あ
っ
て
、
当
該
汚
染
土
壌
等
に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射

性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ

ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
の
放
射
能
濃
度
の
値
が
一
万
ベ
ク

レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
り
扱

う
も
の
（
以
下
「
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
」
と
い
う
。
）

８

こ
の
省
令
で
「
特
定
線
量
下
業
務
」
と
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け

８

こ
の
省
令
で
「
除
染
等
業
務
」
と
は
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
又
は
廃

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
平
均
空
間
線
量
率
（
以

棄
物
収
集
等
業
務
を
い
う
。



下
単
に
「
平
均
空
間
線
量
率
」
と
い
う
。
）
が
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ

り
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
場
所
に
お
い
て
事
業
者
が

行
う
除
染
等
業
務
以
外
の
業
務
を
い
う
。

９

こ
の
省
令
で
「
除
染
等
作
業
」
と
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
除

（
新
設
）

染
等
業
務
に
係
る
作
業
を
い
う
。

こ
の
省
令
で
「
特
定
線
量
下
作
業
」
と
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け

（
新
設
）

10
る
特
定
線
量
下
業
務
に
係
る
作
業
を
い
う
。

第
二
章

除
染
等
業
務
に
お
け
る
電
離
放
射
線
障
害
の
防
止

第
二
章

線
量
の
限
度
及
び
測
定

第
一
節

線
量
の
限
度
及
び
測
定

（
新
設
）

（
線
量
の
測
定
）

（
線
量
の
測
定
）

第
五
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
従
事
者
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に

第
五
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
従
事
者
が
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る

従
事
す
る
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ

除
染
等
業
務
に
係
る
作
業
（
以
下
「
除
染
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
受

ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お
い
て
の
み
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に

け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
事
す
る
者
を
除
く
。
第
六
項
及
び
第
八
項
並
び
に
次
条
及
び
第
二
十
七
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に

よ
る
線
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
線
量
の
測
定
に
加
え
、
除
染
等
業
務
従

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
線
量
の
測
定
に
加
え
、
除
染
等
業
務
従

事
者
が
除
染
特
別
地
域
等
内
（
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

事
者
が
除
染
特
別
地
域
等
内
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求

ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
場
所
に
限
る
。
第
八
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ

め
る
平
均
空
間
線
量
率
（
以
下
単
に
「
平
均
空
間
線
量
率
」
と
い
う
。
）
が

。
）
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
場
所
に
限
る
。
第
八
項
及
び

定
又
は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
内
部
被

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
又
は
内
部
被
ば
く
に
係
る
検
査
を
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
線
量
の
測
定
結
果
の
確
認
、
記
録
等
）

（
線
量
の
測
定
結
果
の
確
認
、
記
録
等
）

第
六
条

事
業
者
は
、
一
日
に
お
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
一
セ
ン
チ

第
六
条

事
業
者
は
、
一
日
に
お
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
一
セ
ン
チ



メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ

メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
除
染
等
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被

る
除
染
等
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被

ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
の
結
果
を
毎
日
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
の
結
果
を
毎
日
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
測
定
又
は
計

２

事
業
者
は
、
前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
測
定
又
は
計

算
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
除
染
等
業
務
従
事
者
の
線
量
を

算
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
除
染
等
業
務
従
事
者
の
線
量
を

、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を
記

、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を
記

録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記

録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記

録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
又
は
当
該
除
染
等
業
務
従
事
者
に
係
る
記
録
を
当

録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に

該
除
染
等
業
務
従
事
者
が
離
職
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
機
関
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
節

除
染
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置

第
三
章

除
染
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置

（
事
前
調
査
等
）

（
事
前
調
査
）

第
七
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
を
除
く
。

第
七
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
除
染
等
作
業
（
特
定
汚
染
土

、
除
染
等
作
業
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査

壌
等
取
扱
業
務
に
係
る
除
染
等
作
業
（
以
下
「
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業

し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、

そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

除
染
等
作
業
の
場
所
の
状
況

一

除
染
等
作
業
の
場
所
の
状
況

二

除
染
等
作
業
の
場
所
の
平
均
空
間
線
量
率

二

除
染
等
作
業
の
場
所
の
平
均
空
間
線
量
率

三

除
染
等
作
業
の
対
象
と
な
る
汚
染
土
壌
等
又
は
除
去
土
壌
若
し
く
は
汚

三

除
染
等
作
業
の
対
象
と
な
る
汚
染
土
壌
等
又
は
除
去
土
壌
若
し
く
は
汚

染
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が

染
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三

定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三

十
七
の
放
射
能
濃
度
の
値

十
七
の
放
射
能
濃
度
の
値

２

事
業
者
は
、
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
を
行
う
と
き
は
、
当
該
業
務
の

（
新
設
）

開
始
前
及
び
開
始
後
二
週
間
ご
と
に
、
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
を
行
う

場
所
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

事
業
者
は
、
労
働
者
を
除
染
等
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

２

事
業
者
は
、
労
働
者
を
除
染
等
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
第
一
項
の
調
査
が
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
調
査
の
方
法
及
び
結
果

じ
め
、
前
項
の
調
査
が
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
調
査
の
方
法
及
び
結
果
の

の
概
要
を
当
該
労
働
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

概
要
を
当
該
労
働
者
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
者
は
、
労
働
者
を
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合

（
新
設
）

に
は
、
当
該
作
業
の
開
始
前
及
び
開
始
後
二
週
間
ご
と
に
、
第
二
項
の
調
査

が
終
了
し
た
年
月
日
並
び
に
調
査
の
方
法
及
び
結
果
の
概
要
を
当
該
労
働
者

に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て

第
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

は
、
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所

、
除
染
等
作
業
の
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
除
染

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
条
第

等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
除
染

等
作
業
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
に
あ
っ
て
は
、
平
均
空
間
線
量
率
が

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
業
計
画
を
定
め

、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
除
染
等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

除
染
等
作
業
の
場
所
及
び
除
染
等
作
業
の
方
法

一

除
染
等
作
業
の
場
所
及
び
除
染
等
作
業
の
方
法

二

除
染
等
業
務
従
事
者
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
従
事
す
る
労
働

二

除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
線
量
の
測
定
方
法

者
に
あ
っ
て
は
、
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
以
下
の
場
所
に
お
い
て
従
事
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
被
ば
く
線
量
の
測
定
方
法

三

除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
を
低
減
す
る
た
め
の
措
置

三

除
染
等
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
を
低
減
す
る
た
め
の
措
置

四

除
染
等
作
業
に
使
用
す
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
（
次
条
第
二
号

四

除
染
等
作
業
に
使
用
す
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
（
次
条
第
二
号

及
び
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び

及
び
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び

能
力

能
力



五

労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置

五

労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置

３

（
略
）

３

（
略
）

（
作
業
の
届
出
）

（
作
業
の
届
出
）

第
十
条

事
業
者
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条

第
十
条

事
業
者
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
元
方
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に

第
一
項
に
規
定
す
る
元
方
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に

お
い
て
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
又
は
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
を
行
お

お
い
て
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
を
当
該
事
業

、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
を
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監

準
監
督
署
長
（
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
に
お
い
て
「
所
轄
労
働
基
準

督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

汚
染
の
防
止

第
四
章

汚
染
の
防
止

（
粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置
）

（
粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
二
条

事
業
者
は
、
除
染
等
作
業
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
を
除
く

第
十
二
条

事
業
者
は
、
除
染
等
作
業
の
う
ち
第
五
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
第
五
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
染
等
業
務
従
事
者
に
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
除
染
等
作
業
の

る
も
の
を
除
染
等
業
務
従
事
者
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
従
事
す
る

対
象
と
な
る
汚
染
土
壌
等
又
は
除
去
土
壌
若
し
く
は
汚
染
廃
棄
物
を
湿
潤
な

労
働
者
を
除
く
。
）
に
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
除
染
等
作
業
の
対
象
と
な

状
態
に
す
る
等
粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

る
汚
染
土
壌
等
又
は
除
去
土
壌
若
し
く
は
汚
染
廃
棄
物
を
湿
潤
な
状
態
に
す

な
ら
な
い
。

る
等
粉
じ
ん
の
発
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
四
節

特
別
の
教
育

第
五
章

特
別
の
教
育

（
除
染
等
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

（
除
染
等
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

第
十
九
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該

第
十
九
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該

労
働
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を
行

労
働
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、
特
別
の
教
育
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
及
び
被
ば
く
線
量
の
管
理
の
方
法

一

電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
及
び
被
ば
く
線
量
の
管
理
の
方
法

に
関
す
る
知
識

に
関
す
る
知
識

二

除
染
等
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

二

除
染
等
作
業
の
方
法
に
関
す
る
知
識

三

除
染
等
作
業
に
使
用
す
る
機
械
等
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す

三

除
染
等
作
業
に
使
用
す
る
機
械
等
の
構
造
及
び
取
扱
い
の
方
法
に
関
す

る
知
識
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、

る
知
識



特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
に
使
用
す
る
機
械
等
の
名
称
及
び
用
途
に
関

す
る
知
識
に
限
る
。
）

四

関
係
法
令

四

関
係
法
令

五

除
染
等
作
業
の
方
法
及
び
使
用
す
る
機
械
等
の
取
扱
い

五

除
染
等
作
業
の
方
法
及
び
使
用
す
る
機
械
等
の
取
扱
い
（
特
定
汚
染
土

壌
等
取
扱
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱

作
業
の
方
法
に
限
る
。
）

２

（
略)

２

（
略
）第

五
節

健
康
診
断

第
六
章

健
康
診
断

（
健
康
診
断
の
結
果
の
記
録
）

（
健
康
診
断
の
結
果
の
記
録
）

第
二
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条
第
五

第
二
十
一
条

事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条
第
五

項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
除
染
等
業
務
従
事
者
が
受
け
た
健
康
診

項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
除
染
等
業
務
従
事
者
が
受
け
た
健
康
診

断
を
含
む
。
以
下
「
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
の
結
果

断
を
含
む
。
以
下
「
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
の
結
果

に
基
づ
き
、
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）
を
作

に
基
づ
き
、
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）
を
作

成
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記

成
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記

録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
又
は
当
該
除
染
等
業
務
従
事
者
に
係
る
記
録
を
当

録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に

該
除
染
等
業
務
従
事
者
が
離
職
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
機
関
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
章

特
定
線
量
下
業
務
に
お
け
る
電
離
放
射
線
障
害
の
防
止

（
新
設
）

第
一
節

線
量
の
限
度
及
び
測
定

（
新
設
）

（
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
被
ば
く
限
度
）

（
新
設
）

第
二
十
五
条
の
二

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
受
け
る
実
効
線

量
が
五
年
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
年
間
に
つ

き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
の
特
定
線
量
下
業
務
従

事
者
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
及
び
次
条
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
き
五



ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
三

事
業
者
は
、
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
特
定
線
量
下
業

（
新
設
）

務
従
事
者
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
が
、
妊
娠
中
に
つ
き
二
ミ
リ
シ

ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
線
量
の
測
定
）

（
新
設
）

第
二
十
五
条
の
四

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
が
特
定
線
量
下
作

業
に
よ
り
受
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

前
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
男
性
又
は

妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
性
に
あ
っ
て
は
胸
部
に
、
そ
の

他
の
女
性
に
あ
っ
て
は
腹
部
に
放
射
線
測
定
器
を
装
着
さ
せ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
特
定
線
量

下
作
業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
、
放
射
線
測
定
器
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
線
量
の
測
定
結
果
の
確
認
、
記
録
等
）

（
新
設
）

第
二
十
五
条
の
五

事
業
者
は
、
一
日
に
お
け
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お

そ
れ
の
あ
る
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
の
結
果
を
毎
日
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
線
量
を
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
、
こ
れ
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記
録
を
五
年
間
保
存
し
た
後
又
は



当
該
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
に
係
る
記
録
を
当
該
特
定
線
量
下
業
務
従
事

者
が
離
職
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡

す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

男
性
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
性
の
実
効
線
量

の
三
月
ご
と
、
一
年
ご
と
及
び
五
年
ご
と
の
合
計
（
五
年
間
に
お
い
て
、

実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
た
こ
と
の
な

い
者
に
あ
っ
て
は
、
三
月
ご
と
及
び
一
年
ご
と
の
合
計
）

二

女
性
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の

実
効
線
量
の
一
月
ご
と
、
三
月
ご
と
及
び
一
年
ご
と
の
合
計
（
一
月
間
に

受
け
る
実
効
線
量
が
一
・
七
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い

も
の
に
あ
っ
て
は
、
三
月
ご
と
及
び
一
年
ご
と
の
合
計
）

三

妊
娠
中
の
女
性
の
腹
部
表
面
に
受
け
る
等
価
線
量
の
一
月
ご
と
及
び
妊

娠
中
の
合
計

３

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
基
づ
き
、
特
定
線
量
下
業
務
従

事
者
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
線
量
を
、
遅
滞
な
く
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
節

特
定
線
量
下
業
務
の
実
施
に
関
す
る
措
置

（
新
設
）

（
事
前
調
査
等
）

第
二
十
五
条
の
六

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
を
行
う
と
き
は
、
当
該
業

（
新
設
）

務
の
開
始
前
及
び
開
始
後
二
週
間
ご
と
に
、
特
定
線
量
下
作
業
を
行
う
場
所

に
つ
い
て
、
当
該
場
所
の
平
均
空
間
線
量
率
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
労
働
者
を
特
定
線
量
下
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当

該
作
業
の
開
始
前
及
び
開
始
後
二
週
間
ご
と
に
、
前
項
の
調
査
が
終
了
し
た

年
月
日
並
び
に
調
査
の
方
法
及
び
結
果
の
概
要
を
当
該
労
働
者
に
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
察
等
）

（
新
設
）



第
二
十
五
条
の
七

事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
線

量
下
業
務
従
事
者
に
、
速
や
か
に
、
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
実
効
線
量
を
受

け
た
者

二

事
故
由
来
放
射
性
物
質
を
誤
っ
て
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た

者
三

洗
身
等
に
よ
り
汚
染
を
四
十
ベ
ク
レ
ル
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

四

傷
創
部
が
汚
染
さ
れ
た
者

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
線
量
下
業
務
従
事

者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

特
別
の
教
育

（
新
設
）

（
特
定
線
量
下
業
務
に
係
る
特
別
の
教
育
）

（
新
設
）

第
二
十
五
条
の
八

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と

き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、
特
別

の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
離
放
射
線
の
生
体
に
与
え
る
影
響
及
び
被
ば
く
線
量
の
管
理
の
方
法

に
関
す
る
知
識

二

放
射
線
測
定
の
方
法
等
に
関
す
る
知
識

三

関
係
法
令

２

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め

る
ほ
か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
。

第
四
節

被
ば
く
歴
の
調
査

（
新
設
）



第
二
十
五
条
の
九

事
業
者
は
、
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
に
対
し
、
雇
入
れ

又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
配
置
換
え
の
際
、
被
ば
く
歴
の
有
無
（
被
ば
く
歴

（
新
設
）

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
作
業
の
場
所
、
内
容
及
び
期
間
そ
の
他
放
射
線

に
よ
る
被
ば
く
に
関
す
る
事
項
）
の
調
査
を
行
い
、
こ
れ
を
記
録
し
、
こ
れ

を
三
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
記
録
を
五
年
間

保
存
し
た
後
又
は
当
該
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
に
係
る
記
録
を
当
該
特
定

線
量
下
業
務
従
事
者
が
離
職
し
た
後
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
機
関
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
章

雑
則

第
七
章

雑
則

（
記
録
等
の
引
渡
し
等
）

（
記
録
等
の
引
渡
し
等
）

第
二
十
七
条

第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条

第
二
十
七
条

第
六
条
第
二
項
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
事
業
者
は
、
事

の
九
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す

業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す
も

る
機
関
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条
の
九
の
記

２

第
六
条
第
二
項
の
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
事
業
者
は
、
除
染
等
業
務

録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
従
事
者
又
は
特
定
線
量

従
事
者
が
離
職
す
る
と
き
又
は
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

下
業
務
従
事
者
が
離
職
す
る
と
き
又
は
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

除
染
等
業
務
従
事
者
に
対
し
、
当
該
記
録
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

、
当
該
除
染
等
業
務
従
事
者
又
は
当
該
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
に
対
し
、

な
い
。

当
該
記
録
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
整
）

（
調
整
）

第
二
十
九
条

除
染
等
業
務
従
事
者
又
は
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
う
ち
電

第
二
十
九
条

除
染
等
業
務
従
事
者
の
う
ち
電
離
則
第
四
条
第
一
項
の
放
射
線

離
則
第
四
条
第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項
の
放
射
線
業
務

業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
、
電
離
則

従
事
者
で
あ
っ
た
者
、
電
離
則
第
七
条
第
一
項
の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
放

第
七
条
第
一
項
の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
及
び
同
条
第

射
線
業
務
従
事
者
及
び
同
条
第
三
項
（
電
離
則
第
六
十
二
条
の
規
定
に
お
い

三
項
（
電
離
則
第
六
十
二
条

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
以
下
こ

の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を

の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
を
「
緊
急
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く

「
緊
急
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
緊
急
作
業
従
事
者
で
あ
っ
た

は
緊
急
作
業
従
事
者
で
あ
っ
た
者
又
は
電
離
則
第
八
条
第
一
項
（
電
離
則
第

者
又
は
電
離
則
第
八
条
第
一
項
（
電
離
則
第
六
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
準



六
十
二
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
管
理
区
域
に
一

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
労
働
者
（
以

時
的
に
立
ち
入
る
労
働
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
時
立
入
労
働
者
」

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
時
立
入
労
働
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
一
時
立

と
い
う
。
）
若
し
く
は
一
時
立
入
労
働
者
で
あ
っ
た
者
が
放
射
線
業
務
従
事

入
労
働
者
で
あ
っ
た
者
が
放
射
線
業
務
従
事
者
、
緊
急
作
業
従
事
者
又
は
一

者
、
緊
急
作
業
従
事
者
又
は
一
時
立
入
労
働
者
と
し
て
電
離
則
第
二
条
第
三

時
立
入
労
働
者
と
し
て
電
離
則
第
二
条
第
三
項
の
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る

項
の
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
際
、
電
離
則
第
七
条
第
一
項
の
緊
急
作
業
に

際
、
電
離
則
第
七
条
第
一
項
の
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
際
又
は
電
離
則
第
三

従
事
す
る
際
又
は
電
離
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に
一
時
的

条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に
一
時
的
に
立
ち
入
る
際
に
受
け
る
又
は

に
立
ち
入
る
際
に
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
特
別
地
域

受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に

等
内
に
お
け
る
除
染
等
作
業
又
は
特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
線
量
と

よ
り
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

み
な
す
。

２

除
染
等
業
務
従
事
者
の
う
ち
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
又
は
特
定
線
量
下

（
新
設
）

業
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
が
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
と
し
て
特
定
線
量
下

業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
特
別

地
域
等
内
に
お
け
る
除
染
等
作
業
に
よ
り
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

３

特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
の
う
ち
除
染
等
業
務
従
事
者
又
は
除
染
等
業
務

（
新
設
）

従
事
者
で
あ
っ
た
者
が
除
染
等
業
務
従
事
者
と
し
て
除
染
等
業
務
に
従
事
す

る
際
に
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お

け
る
特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

附

則

附

則

（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

前
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
三
条

第
四
条

前
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発

第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

電
所
に
属
す
る
原
子
炉
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
条
第
三
項
の
放
射
線
業
務
に
つ
い

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条

て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
条

第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
）
並
び
に
蒸
気
タ
ー
ビ

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
又
は
そ
の
周
辺
の
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
平
均
空
間

線
量
率
が
〇
・
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
（

以
下
「
特
定
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
前
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電
離
則

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
放
射
線
業
務
に
係
る
旧
電
離
則
の
規
定
（



旧
電
離
則
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
施
設
等
に
お
い
て
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事

さ
せ
る
事
業
者
に
関
す
る
特
例
）

（
新
設
）

第
四
条
の
二

特
定
施
設
等
に
お
い
て
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
条
第

二
項
の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。

）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
除

染
等
業
務
が
」
と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二
条
第
二
項

の
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
が
」
と
、
「
除
染
等
作
業
」
と
あ
る
の
は

「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
を
取
り
扱
う
作
業
」
と
、
「
除
染
等
業

務
従
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
電
離
則
第
四
条
第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
」
と

、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
除
染
等
業
務
従
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
放

射
線
業
務
従
事
者
」
と
、
第
十
五
条
第
一
項
本
文
中
「
除
染
等
業
務
」
と
あ

る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
を
取

り
扱
う
作
業
」
と
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
三
条
第
一
項
本
文
」

と
あ
る
の
は
「
電
離
則
第
三
十
七
条
第
一
項
本
文
」
と
、
「
除
染
等
業
務
」

と
あ
る
の
は
「
密
封
さ
れ
て
い
な
い
電
離
則
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質

を
取
り
扱
う
作
業
」
と
す
る
。

○

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

労
働
安
全
衛
生
規
則

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）



改

正

後

現

行

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

一
～
三
十
七

（
略
）

一
～
～
三
十
七

（
略
）

三
十
八

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た

三
十
八

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た

土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
除
染
則
」
と

（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
除
染
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
の
除
染
等
業
務
及
び
同
条
第
八
項
の
特
定
線
量

い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
の
除
染
等
業
務

下
業
務



電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

○

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
省
令
で
「
放
射
線
業
務
」
と
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下

３

こ
の
省
令
で
「
放
射
線
業
務
」
と
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
務
（
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定

「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
に
掲
げ
る
業
務
（
第
五
十
九
条
の
二
に
規
定

す
る
放
射
線
業
務
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ

す
る
放
射
線
業
務
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ

た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に

た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に

係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五

係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五

十
二
号
。
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い

十
二
号
。
第
六
十
一
条
の
三
に
お
い
て
「
除
染
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

て
「
除
染
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
壌
等
の

五
項
に
規
定
す
る
土
壌
等
の
除
染
等
の
業
務
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

除
染
等
の
業
務
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
収
集
等
業
務
、
同
項
第

廃
棄
物
収
集
等
業
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三
号
に
規
定
す
る
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す

る
特
定
線
量
下
業
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
指
定
緊
急
作
業
従
事
者
等
に
係
る
記
録
等
の
提
出
）

（
指
定
緊
急
作
業
従
事
者
等
に
係
る
記
録
等
の
提
出
）

第
五
十
九
条
の
二

（
略
）

第
五
十
九
条
の
二

（
略
）

一

(

略)

一

(

略)

二

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
一

二

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
一

号
）
又
は
除
染
則
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診

号
）

断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
調
整
）

（
調
整
）



第
六
十
一
条
の
三

放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
除
染
則
第
二
条
第
三
項
の
除

第
六
十
一
条
の
三

放
射
線
業
務
従
事
者
の
う
ち
除
染
則
第
二
条
第
二
項
の
除

染
等
業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項
の
除
染
等
業
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
又
は

染
等
業
務
従
事
者
又
は
同
項
の
除
染
等
業
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
が
除
染
等

同
条
第
四
項
の
特
定
線
量
下
業
務
従
事
者
若
し
く
は
同
項
の
特
定
線
量
下
業

業
務
従
事
者
と
し
て
除
染
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
等
作
業
に
よ

務
従
事
者
で
あ
つ
た
者
が
除
染
等
業
務
従
事
者
又
は
特
定
線
量
下
業
務
従
事

り
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
際
に

者
と
し
て
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
除
染
等
作
業
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定

受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

す
る
特
定
線
量
下
作
業
に
よ
り
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
放

射
線
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。



○

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

労
働
安
全
衛
生

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
指
定
）

（
指
定
）

第
百
十
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た

第
百
十
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た

土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（

土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（

平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
除
染
則
」
と
い
う

平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
除
染
則
」
と
い
う

。
）
第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十

。
）
第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八

五
条
の
九
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
指
定
（
以
下

条
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
に

こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
除
染
則
第
六

つ
い
て
は
、
除
染
則
第
六
条
第
二
項
の
記
録
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に

条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
の
九
の
記
録
（
以

「
記
録
」
と
い
う
。
）
及
び
除
染
則
第
二
十
一
条
の
除
染
等
電
離
放
射
線
健

下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
記
録
」
と
い
う
。
）
及
び
除
染
則
第
二
十
一
条

康
診
断
個
人
票
（
以
下
単
に
「
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
」
と

の
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
以
下
単
に
「
除
染
等
電
離
放
射

い
う
。
）
の
保
存
に
関
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
記
録
保
存
業

線
健
康
診
断
個
人
票
」
と
い
う
。
）
の
保
存
に
関
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
章

務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

に
お
い
て
「
記
録
保
存
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に

よ
り
行
う
。

２
・
３
（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
実
施
義
務
）

（
実
施
義
務
）

第
百
十
二
条

指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
除
染
等
業

第
百
十
二
条

指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
除
染
等
業

務
記
録
保
存
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
者
が
、
除
染
則
第
六
条
第
二
項

務
記
録
保
存
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
事
業
者
が
、
除
染
則
第
六
条
第
二
項

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
九
、
第
二
十

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
又
は
除
染
等
電

よ
り
記
録
又
は
除
染
等
電
離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
次
項
及
び
第
百
十

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
（
次
項
及
び
第
百
十
九
条
に
お
い
て
「
記
録
等

九
条
に
お
い
て
「
記
録
等
」
と
い
う
。
）
を
引
き
渡
そ
う
と
す
る
と
き
は
、

」
と
い
う
。
）
を
引
き
渡
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な

を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）



（
帳
簿
）

（
帳
簿
）

第
百
十
九
条

指
定
除
染
等
業
務
記
録
保
存
機
関
は
、
除
染
則
第
六
条
第
二
項

第
百
十
九
条

指
定
除
染
等
業
務
記
録
保
存
機
関
は
、
除
染
則
第
六
条
第
二
項

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
九
、
第
二
十

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
か
ら
記
録
等

よ
り
事
業
者
か
ら
記
録
等
が
引
き
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し

が
引
き
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
、
記
録
保

た
帳
簿
を
備
え
、
記
録
保
存
業
務
の
廃
止
（
指
定
の
取
消
し
を
含
む
。
）
に

存
業
務
の
廃
止
（
指
定
の
取
消
し
を
含
む
。
）
に
至
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ

至
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）



労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
（
抄
）

○

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
、
電
離
放

３

法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
、
電
離
放

射
線
障
害
防
止
規
則
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
及
び
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生

射
線
障
害
防
止
規
則
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
及
び
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生

じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等

じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等

に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
命
令
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
命
令
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
、
電
離
放
射
線
障
害
防

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
、
電
離
放
射
線
障
害
防

止
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
四
十
条
第
一
項
及
び

止
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
四
十
条
第
一
項
及
び

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を

除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
十
条
第

除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
九
中
「
雇
入
れ
」
と
あ
る
の
は
「
雇
入
れ
（
労
働

一
項
中
「
雇
入
れ
」
と
あ
る
の
は
「
雇
入
れ
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な

者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備

運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四

等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
中
の
労
働
者
に
つ

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
中
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
中

い
て
は
、
当
該
派
遣
中
の
労
働
者
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

の
労
働
者
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
の
開
始
）
」
と
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

提
供
の
開
始
）
」
と
、
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
六
十
二
条
中
「
事
業

第
六
十
二
条
中
「
事
業
者
及
び
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
事

者
及
び
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
（
労
働
者
派
遣
事

業
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業

業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す

条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
中

る
法
律
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
中
の
労
働
者
を
使
用
す
る

の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
使

事
業
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
（
同
法

用
す
る
労
働
者
（
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る

第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
と
み
な
さ
れ
る

労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ

者
を
含
む
。
）
」
と
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り

た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に

汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の
業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障
害



係
る
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十

防
止
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
離
職
す
る
と

五
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
の
九
中
「
離
職
し
た
後
」
と
あ
る
の
は

き
」
と
あ
る
の
は
「
離
職
す
る
と
き
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の

「
離
職
し
た
後
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働

確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条

者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
中
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
中
の
労
働

派
遣
中
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
中
の
労
働
者
に
係
る
同
法
第
二

者
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を

条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
終
了
し
た
後
）
」
と

終
了
す
る
と
き
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
同
令
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
離
職
す
る
と
き

」
と
あ
る
の
は
「
離
職
す
る
と
き
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確

保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
派
遣
中
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
派
遣
中
の
労
働
者

に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
終

了
す
る
と
き
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生

○労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た

第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ

二
項
又
は
第
二
十
五
条
の
九
の
規
定
に

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ

保
存

た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

よ
る
記
録
の
保
存

た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障

第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年

第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

害
防
止
規
則
（
平
成
二
十
三
年

厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号

る
記
録
の
保
存

厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号

）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
除
染
等
電

）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
除
染
等
電

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
の
保
存

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
の
保
存

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た

第
六
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
五
第

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ

二
項
又
は
第
二
十
五
条
の
九
の
規
定
に

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ

た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

よ
る
記
録

た
土
壌
等
を
除
染
す
る
た
め
の

業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障

第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

業
務
等
に
係
る
電
離
放
射
線
障

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録

害
防
止
規
則

第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

害
防
止
規
則

る
記
録

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
除
染
等
電

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
除
染
等
電

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
の
作
成

離
放
射
線
健
康
診
断
個
人
票
の
作
成


